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本研究は20世紀前半当時の中国領内モンゴル人居住地域、主に現在の地理的範囲で示されている内モ

ンゴル(中国内蒙古自治区)において、近代日本が展開した医療衛生事業の実態とそれと関連した内容を医

学史的に考察したものである。その意図は植民地医療衛生の役割と日本国内の近代医学との間の差異、

植民地医療衛生と内モンゴル固有の伝統医療との相互作用、植民地における医療衛生行政の制度化がモ

ンゴル人社会の医療衛生にもたらした影響などを明らかにすることであった。 

当時の内モンゴルは地政学的に東部と西部との二つの地域に分断されていた。東部地域はいわゆる「満

蒙」と呼ばれる中国東北地方の一部であったが日露戦争後に日本の満洲経営の一部となった。さらに満

洲事変による「満洲国」の樹立をきっかけに日本の植民地勢力が完全に浸透したことによって、内モン

ゴル東部地域は中華民国の支配から離脱したが、日本と満洲との二重的勢力の支配下に陥り、民族の自

決という主権を余裕もなく失った。一方、西部地域ではモンゴル人有志者が主導した内モンゴルの自治

運動が興り、中華民国から主権と自治を求めた動きが頻繁にあった。その自治運動は中華民国の援助を

得ておらず、内モンゴル西部へと拡張する日本の植民地勢力と協力せざるを得なく、結局、蒙疆政権を

樹立させたのである。しかし、西部のモンゴル人は第二次世界大戦終戦まで独立するといった夢を叶え

るために中華民国と日本との二つの勢力を利用しながら主権を求めつつあった。したがって、この二つ

の地域は地政学的に異なった性能をもっており、日本側はその特徴を利用しながら異なる方法で医療衛

生の普及を進め日本の植民地支配の拡大を促進させた。 

本研究は日本の植民地医療衛生が展開された実態とそれに対する現地モンゴル人の対応を考慮しなが



 2 

ら、最初に本論文の政治的･歴史的背景を分析し、日本の対内モンゴル植民地政策、モンゴル人のナショ

ナリズム、内モンゴル固有の医療衛生について、二つの章を立てて論じる。引き続き、本論として、内

モンゴルを地政学的に東西に分け、そのうち東部のモンゴル人居住地域に対しておこなわれた日本の医

療衛生事業を事例として日本占領期の内モンゴル東部の医療衛生を考察した。その後、内モンゴル西部

地域で実施された植民地医療衛生事業の展開を善隣協会の医療衛生・文化事業と蒙疆政府の医療衛生事

業という二つの事例分析を通じて考察した。最後に、日本が内モンゴル東西両地域において展開した医

療衛生事業の実態を比較することで、日本の植民地医療衛生事業を内モンゴルの医療衛生の近現代史研

究の中で位置づけ、その特質について総括的に分析した。以下では、その構成と内容を概括する。 

 序論では、本研究の問題提起と問題設定、研究方法を紹介した。 

 第1章では、近代日本が内モンゴルへ医療衛生事業を展開する前のモンゴル人の社会構造、政治･歴史

的背景、モンゴル人のナショナリズム、日本の対モンゴル人支配の動機と政策などを考察した。さらに

なぜ日本の対内モンゴル医療衛生事業の実態を満洲国支配下の東部モンゴル人居住地域と蒙疆政権領内

の西部モンゴル人居住地域との二つの枠組みの中で論じるかについて解明した。日本はモンゴル人社会

の在来秩序を配慮しつつ、その政治と社会的構造に対応して植民地統治をモンゴル人社会の内部に逐次

浸透させることを試みた。 

 第 2 章では、モンゴル人の固有の医療衛生、チベット医学が導入された理由と経緯、及びその体系、

日本人から見たモンゴルの伝統医療の実態などを述べることで、近代日本が植民地医療衛生事業を展開

するために、内モンゴルの医事衛生を調査し、モンゴル人の宗教信仰、健康観、病気観を理解すること

を重要視していたことを明らかにし、さらにそれに対する日本人医療団体の対応を考察した。 

 第 3 章では、満洲国建国前の内モンゴル東部地域において、満蒙地域を全面的に経営するために参謀

本部、満鉄衛生課、満洲医科大学診療班が実施した医事衛生調査と巡廻診療を考察した。以上の三つの

機関の医事衛生調査と医療衛生活動の共通点は現地の医事衛生状況を把握し巡廻診療をもってモンゴル

人を懐柔することであった。しかし、参謀本部の意図は主に満洲経営のための測量事業と製図をおこな

うことであったし、満鉄の目的は満洲経営のための満鉄附属地周辺の経済開発を図り、内モンゴルに対

するソ連とモンゴル人民共和国の動きを観測することであった。さらに満洲医科大学の目的は主に医事

衛生の調査研究と巡廻診療であった。これらの調査団や診療班は医療衛生活動を通じて、日本側にどの

ようにモンゴル人社会を理解し、植民地医療衛生事業をどのように展開させるべきかに関する情報を提

供したのである。 

 第 4 章では、満洲国建国後の東部モンゴル人居住地域において、日本が単独的に或は満州国を通じて

実施した医療衛生事業とその制度化を分析し、それが第 3 章で論じられた医療衛生事業の展開とどのよ

うな関連性(継承と断絶)を持っているかを明らかにし、内モンゴルにおける植民地医療衛生が内モンゴル

の医療衛生史に残した実績を考察した。 
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 第 5 章では、日本が内モンゴル西部地域へ実施した医療衛生事業を善隣協会(1933 年−1947 年)の医療

衛生活動の事例分析を通じて考察した。善隣協会は日本人とモンゴル人が同源であるという種族同源論

をもって、モンゴル人の医療衛生を改善し、文化を向上し、宗教を改革する目的で内モンゴル西部地域

へ医療衛生・文化事業を展開した。しかし、日中戦争が勃発後、善隣協会の諸活動は日本の植民地支配

のために関東軍と協力せざるを得なく、当初の意図にずれが生じた。しかしながら、善隣協会が内モン

ゴル西部地域において設立した診療所・病院・医学養成所は日本占領期の近代医療衛生の普及と制度化

を促進した。また善隣協会が導入した牛痘接種法及び病気診療は内モンゴルの医療衛生史に実績を残す

ものとなった。 

 第 6 章では、モンゴル人の民族主義者が日本と協力して樹立させた自治政府である蒙疆政権の医療衛

生事業の展開を考察した。自治政府は、善隣協会の診療所、病院、医療衛生養成所を移管しており、

各地域に保健所を設立し、駆梅を実現すべく隊員を派遣した。医学教育の面では、従来の喇嘛医に

対する近代医学的再教育、モンゴル人医師の養成、保健婦の養成などをおこない、喇嘛医卒業生を

各地に日本人公医の代わりに配置したり、他の卒業生を各地保健所へ派遣したりし、医療衛生を社

会の末端まで浸透させることを目指した。衛生行政の面では、政府は中央に内政部衛生科、興蒙委

員会民政処等を設置し、各地の衛生行政の制度化を試み、官立病院、市県(旗)立診療所、保健所な

どを設営し、医療衛生の普及を実施し、さらに医事衛生に関する調査をおこなった。また、興蒙委

員会は医学教育の事業を担い、指定の衛生村を拠点に診療調査班を送り、生活の改善、保健衛生の

向上のために、現地人を指導した。 

 結論では、日本が内モンゴル東部と西部において展開した植民地医療衛生事業の実態を比較すること

で、巡廻診療を発端にして伝染病、特に性病とペストの予防と治療、風土病・地方病の調査研究、牛痘

接種法の導入、診療所・病院の設営、近代的医学校の運営などを実施した日本の植民地医療衛生事業は

日本占領期の内モンゴルの医療衛生史に実績を残したことを総括した。本研究は、日本占領期の内モン

ゴルの医療衛生を考察したことで日本の植民地医療衛生研究と内モンゴルの医療衛生史研究の空白を埋

めることができたと考えられる。 

 


